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総合評価落札方式の改善のポイント

【令和３年度の主な改正点】

令和３年度基本方針

 沖縄総合事務局では、平成25年度より総合評価落札方式（二極化）の全面試行を行うとともに、沖縄独自の運用として、施
工計画重視型、チャレンジ型の試行を実施し、 「品確法」の基本理念である「価格」及び「品質」が総合的に優れた内容の契約

がなされるよう努めてきた。 また、現場経験が少ないほど、監理技術者に登用されづらい若手技術者の育成、技術力向上を
めざし、経験等豊富な、専任補助者登録等（専任補助者を評価対象者として追加）の試行を行い、若手技術者育成に努めて
きた。

 一方、受注競争の激化による地域の建設産業の疲弊や、就労環境の悪化に伴う担い手不足等の課題を踏まえ、現在及び将
来にわたるインフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成･確保を図るため、平成２６年６月に品確法、入契法、建設業
法のいわゆる「担い手三法」の改正が行われたところであり、地域における災害対応を含む、社会資本の維持管理を担う建設
業界の担い手育成・確保という観点を、いかに現在の入札・契約手続きの中に取り入れられるかが喫緊の課題である。

 これらの課題への対応を図っていくためにも、総合評価落札方式の透明性・公平性は確保しつつ、評価の安定化及び評価
の質の向上を求めることに加え、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保の促進と、現在のみならず将来
の公共工事の品質確保の促進を図る多様な入札契約の制度設計を立案していく必要がある。

 具体的には、中長期的にも良好な品質が確保できる技術力（者）が将来にわたって安定的に確保できるよう努めていくととも
に、入札手続きの簡素化、「生産性の向上」及び働きやすい建設現場の環境整備等、「働き方改革」を推進する。

 加えて、今回は、工事種別「橋梁補修工事」の追加、「海外認定・表彰制度」の実績評価を反映した。
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総合評価落札方式の改善のポイント

【令和３年度の主な改正点】
Ｒ２年度からの継続と、Ｒ３年度からの総合評価における新たな取り組み

１）工事種別に「橋梁補修」が追加《新たな取り組み》
→当面の措置として成績・表彰の評価に「維持修繕」を加える。
２）段階的選抜方式を実施する工事において、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する。《継続試行》
→H30年度：一般土木工事A等級、建築工事A等級等の工事を対象
３）専任補助者の配置による若手監理技術者の要件緩和《継続試行》
→同種工事の実績に代え、過去５年間の沖総局開建部（港湾空港関係除く）の代理人もしくは監理技術者の経験を追加
４）建設現場における生産性向上を図るため、生産性向上チャレンジ工事を試行《継続試行》
→現場での創意工夫による取り組みを積極的に推進し、効果が確認された場合、工事成績評定で優位に評価する。
５）高度なマネジメントの実績を表彰と同等に評価する。《継続試行》
→技術提案評価型Ｓ型（ＷＴＯ以外）において、段階的選抜方式の一次審査で高度なマネジメントの実績を評価する。
６）「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定・表彰された実績を評価対象に追加《新たな取組》
→本省通達（Ｒ３．３．８技術調査課長）に基づき追加した。
７）「難工事」の実績を評価する。《継続試行》
→競争参加者が少なくなると考えられる「難工事」において、当該工事の施工実績を、その後の工事発注で評価することとし、
当該工事への競争参加意欲を喚起する。

８）「ＩＣＴ活用工事」及び「週休２日工事」の実績を評価する。《継続試行》
→建設産業の中長期的な担い手確保・育成に向け、建設業の働き方改革を加速化させるため、「ＩＣＴ活用工事」及び「週休２
日工事」の実績を評価する。

９）直轄工事において新技術活用を原則義務化する。《継続試行》
→本省通達（Ｒ２．３．３１術調査課長）に基づき、新技術活用の原則義務化について追記した。あわせて、前年度まで評価項
目としていた「新技術導入促進（Ⅰ）型」に関する項目を削除した。

１０）特定ＪＶの配置予定技術者の工事経験《変更》
→特定ＪＶの代表者以外の構成員の配置予定技術者については、同種工事の経験を求めないこととした。
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総合評価落札方式の導入と改善の経緯
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沖縄総合事務局においては、H14大保本ダム本体建設工事において最初の総合評価落札方式が適用されている。平成１４
年６月には「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方法について」により、総合評価管理費を計上しない
評価項目の評価方法が規定されたことで、適用割合が２割程度まで拡大された。

さらに、平成１７年４月に品確法が施行されることにより、公共工事の品質を確保するための調達の基本理念が総合評価落
札方式であることが明示され、「公共工事における総合評価方式活用ガイドライン」（平成１７年９月）により、「簡易型」「標準型」、
「高度技術提案型」の総合評価落札方式の体系が整備され、公共工事においてはその工事特性（工事内容、規模、要求要件
等）に応じていずれかの方式が適用可能となった。これにより平成１７年度においては、金額ベースで４割に総合評価落札方式
が適用された。

平成１７年度後半からは、著しい低価格入札による競争がいっそう激しくなるとともに、粗雑工事等による工事品質の低下の
懸念が一層高まったことを受け、平成１８年１２月には「緊急公共工事品質確保対策について」が発表され、その中心的な施策
として、総合評価落札方式に新たに施工体制評価点が導入されることとなった。
その後、総合評価落札方式の適用拡大が進み、平成１９年度時点においては契約件数ベースで９７％の適用率に達している。

国及び地方公共団体等は、社会資本を整備・維持する者として、公正さを確保しつつ良質なモノを適正な価格でタイムリーに
調達し提供する責任を有している。公共工事は、国民生活及び経済活動の基盤となる社会資本を整備するものとして社会経
済上重要な意義を有しており、その品質は、現在及び将来の国民のために確保されなければならない。 公共工事に関しては、
従来、価格のみによる競争が中心であったが、厳しい財政事情の下、公共投資が減少する中で、その受注をめぐる競争が激
化し著しい低価格による入札が急増するとともに、工事中の事故や粗雑工事の発生、下請業者や労働者へのしわ寄せ等によ
る公共工事の品質低下に関する懸念が顕著となっている。

このような背景を踏まえて、平成１７年４月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（以下「品確法」という。）が施行さ
れた。品確法では、公共工事の品質は「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優
れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない」とし、公共工事の品質確保のための主要な取り組みとして
総合評価落札方式の適用を挙げている。

総合評価落札方式を実施するにあたり、発注者は競争参加者の技術的能力の審査を適切に行うとともに、工事品質の確保
や向上に係る技術提案を求めるように努め、価格と技術提案が総合的に最も優れた者を落札者とすることが原則となる。

総合評価落札方式の適用により、公共工事の施工に必要な技術的能力を有する者が施工することとなり、工事品質の確保
や向上が図られ、工事目的物の性能の向上、長寿命化・維持修繕費の縮減・施工不良の未然防止等による総合的なコストの
縮減、交通渋滞対策・環境対策、事業効果の早期発現等が効率的かつ適切に図られることにより、現在かつ将来の国民に利
益がもたらされる。また、技術力競争を行うことが民間企業における技術力向上へのインセンティブとなり、技術と経営に優れ
た健全な建設業が育成されるほか、価格以外の多様な要素が考慮された競争が行われることで、談合が行われにくい環境が
整備されることも期待される。



総合評価落札方式の概要
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・総合評価落札方式とは、価格と品質を数値化した「評価値」の最も高い者を落札者とすることにより、「価格」と「品質」が総合的に
優れた施工者を選定する方式である。
・沖縄総合事務局における評価値は、下図のように技術評価点（標準点＋加算点）を入札価格で除することにより算出する。
（除算方式）

【技術評価点の設定の考え方】
・標準点を100点、技術提案等に係る性
能等に応じた加算点を最大４０点～７０
点として決定する。 C社は予定価格を超過してい

るため評価値なし

入札価格が最も低いのはA社。しかし、評価値が最も高いのはB社。
したがって、最も評価値の高い B社が落札者となる。



入札契約方式と工事種別毎の等級区分

・沖縄総合事務局では、全ての工事において一般競争入札を原則とする。

5

7.2

6.9 6.9 6.9 6.9 6.9

3.0

2.0

0.6
0.5 0.5

0.25

※１：平成１３年１０月２４日付け、府開管理第８０２号「一般競争入札方式におけて競争参加資格とする客観点数について」

※２：平成２０年９月３０日付け、事務連絡「一般競争入札方式におけて競争参加資格とする客観点数について」の運用について（試行）

※４：令和２年度よりＷＴＯ対象工事が６．９億円以上となった。
※３：平成３１年度より「鋼橋上部」がランク無しへと変更になった。
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Ｂランク



工種種別に「橋梁補修工事」の追加

・令和３年度より有資格者名簿に「橋梁補修工事」が工事種別に追加

・令和３年４月１日以降に契約する「橋梁補修工事」を発注する場合の総合評価における取扱いについて、当面
の間、「橋梁補修工事」に加え「維持修繕工事」も評価対象工事種別として評価
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《新たな取組》

１．競争参加資格に関する事項

条件内容 評価対象工種種別

当該工種における過去2年度間の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと
橋梁補修工事
維持修繕工事

２．総合評価に関する事項

評価内容 評価対象工種種別

企
業
の
能
力
等

過去4年度間の同一工種における工事成績の平均点
橋梁補修工事
維持修繕工事

過去2年度間の低入札工事の最も低い工事成績（同一工種）
橋梁補修工事
維持修繕工事

過去2年度間の元請として同一工種における優良工事表彰の有無
橋梁補修工事
維持修繕工事

技
術
者
の
能
力
等

過去8年度間の同一工種における役職経験での工事成績点（1件）
橋梁補修工事
維持修繕工事

過去4年度間の元請として同一工種における優秀技術者表彰の有無
橋梁補修工事
維持修繕工事



総合評価落札方式の実施フロー
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・競争参加者から提出された技術資料等の評価・審査結果は、第三者機関「沖縄総合事務局開発建設部 総合評価審査委員会」
において意見を聞くこととしている。また、入札・契約手続きに関する事項については、第三者機関「沖縄総合事務局開発建設部
入札監視委員会」において審議することとしている。

沖縄総合事務局開発建設部
入札監視委員会

沖縄総合事務局開発建設部
総合評価審査委員会

個別工事の評価項目及び
評価についての意見



総合評価落札方式の種類及び評価方法
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※Ｒ2よりチャンス拡大型の試行を追加



総合評価落札方式適用のタイプの概要
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■施工能力評価型

施工能力評価型は、技術的工夫の余地が小さい工事を対象に、発注者が示す仕様に基づ
き、適切で確実な施工を行う能力を確認する場合に適用するものである。

施工能力評価型は、施工計画を審査するとともに、企業の能力等（当該企業の施工実績、
工事成績、表彰等）、技術者の能力等（当該技術者の施工経験、工事成績、表彰等）に基づ
いて評価される技術力と価格との総合評価を行うⅠ型と、企業の能力等、技術者の能力等
に基づいて評価される技術力と価格との総合評価を行うⅡ型に分類される。

■技術提案評価型

技術提案評価型は、技術的工夫の余地が大きい工事を対象に、構造上の工夫や特殊な施
工方法等を含む高度な技術提案を求めること、又は発注者が示す標準的な仕様（標準案）
に対し施工上の特定の課題等に関して施工上の工夫等の技術提案を求めることにより、民
間企業の優れた技術力を活用し、公共工事の品質をより高めることを期待する場合に適用
するものである。
また、技術提案評価型は、A型とS型に大別される。A型は、より優れた技術提案とするため
に、発注者と競争参加者の技術対話を通じて技術提案の改善を行うとともに、技術提案に基
づき予定価格を作成した上で、技術提案と価格との総合評価を行う。S型は、発注者が標準
案に基づき算定した工事価格を予定価格とし、その範囲内で提案される施工上の工夫等の
技術提案と価格との総合評価を行う。



総合評価落札方式適用のタイプ別選定フロー

技術提案を求めて

評価する必要がある

（技術提案評価型適用工事※１、W
ＴＯ対象工事）

通常の構造・工法では

工期等の制約条件を満足した

工事が実施できない

想定される有力な

構造形式や工法が複数存在する

ため、発注者としてあらかじめ一つの

構造・工法に絞り込まず、幅広く技術

提案を求め、最適案を選定する

必要がある

標準技術に

よる標準案に対し、部分的に設計の変更を含む

工事目的物に対する提案を求める、あるいは高

度な施工技術や特殊な施工方法の活用により、

品質の向上、コスト縮減、工期短縮等を特に求

める必要がある

ＷＴＯ対象工事である、または、

技術的難易度評価の小項目に

Ａ評価がある

技術提案評価型

（ＡⅠ型）

技術提案評価型

（ＡⅡ型）

技術提案評価型

（ＡⅢ型）

技術提案評価型

（Ｓ型）

ＹＥＳ
ＮＯ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

工事難易度Ⅱ以上の工事である。ま

たは、工事難易度Ⅰで施工計画を求

めて企業の施工能力を評価する必要

がある

施工能力評価型

（Ⅰ型）
施工能力評価型

（Ⅱ型）

ＮＯ

ＹＥＳ

予備(基本)設計の実施

詳細(基本)設計の実施
標準案の決定

施工計画重視型※４、※５

チャレンジ型※２、※５

※１ 技術的難易度評価の小項目にＡ評価がある工事。または、Ａ評価はないものの、

工程短縮やコスト縮減等の社会的要請が強く技術提案評価型で発注したほうが望

ましい工事。

※２ チャレンジ型は、若手技術者育成対策として工事難易度Ⅱ以下で施工計画を

点数化して評価する工事。

※３ チャンス拡大型は、一般土木工事（Ｃ等級）かつ工事難易度Ⅱ以下で施工計

画を点数化して評価する工事。

※４ 工事難易度Ⅱ以上で一定水準の技術が必要な工事において、施工計画を点数

化して評価する必要がある工事。

※５ チャレンジ型、チャンス拡大型、施工計画重視型の対象工事は、次年度発注計画

作成時（12月～2月）に局（建設工務室、技術管理課）と事務所間で調整して決定す
る。

※６ 毎年度始めに通達される「令和●年度における国土交通省直轄事業の入札及び

契約に関する事務の執行ついて」の「１（１）総合評価落札方式における提出書類

の簡素化等」を確認すること。

※６

チャンス拡大型※３、※５
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工事の技術的難易度

11

工事の技術的難易度（河川・道路関係） 出典：地方整備局工事技術的難易度評価実施要領



工事の技術的難易度
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施工体制確認型総合評価落札方式の考え方１／２

13

・沖縄総合事務局においては、原則として随意契約を除く予定価格が１千万円を超える全ての工事に適用する。



施工体制確認型総合評価落札方式の考え方２／２

14



ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価について

○段階的選抜方式を実施する工事において、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する。

１．対象工事
一般土木工事Ａ等級、建築工事Ａ等級等

２．配点例

３．認定等の確認方法
・ 提案書を求める際、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況を様式にて確
認する。
・ 認定通知書の写し又は行動計画届出書（都道府県労働局の受領印付）の写しを添付させ、こ
れにより確認する。（外国法人については、内閣府による認定等相当確認通知書の写しにより
確認する。）

評価方法（評価の考え方）

15

《継続試行》

段階的選抜
評価項目 評価基準 配点

企業の能
力等 その他

次に掲げるいずれかの認定を受けている。
・女性活用推進法に基づく認定等（えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等）
・次世代法に基づく認定（くるみん・プラチナくるみん認定企業）
・若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）

1点



専任補助者の配置による若手技術者育成型の試行

16

●現場経験が少ないなど、監理技術者に登用されづらい若手技術者の育成、技術力向上を目指し、経験等豊富な専任補助者を
配置できる（専任補助者を評価対象者として追加）工事を実施。

●専任補助者の配置については競争参加者が選択。
●平成２５年度より施工能力評価型の工事を中心に試行。

《継続試行》



専任補助者の配置による若手技術者育成対策（一部改良）

17

《継続試行》

対 象 対 象



生産性向上チャレンジ工事の試行

18

建設現場における生産性向上を図るため、新技術の活用だけではなく、施工手順の工夫や既存技術の組み合
わせ等、現場での創意工夫による取り組みを積極的に推進するため、「生産性向上チャレンジ工事」を試行。

現 状
生産性向上については、新技術の活用だけではなく、施工手順の工夫や既存技
術の組み合わせ等、現場での創意工夫による取り組みが報告されている。

対 応

・このような取り組みを積極的に推進するため、施工能力評価型（Ⅰ・Ⅱ型）及び技
術提案評価型Ｓ型を対象に工事契約後の施工段階において、施工手順の工夫等、
生産性向上（省人化等）に資する取り組みを評価する「生産性向上チャレンジ工事」
の試行を実施。
・履行及び効果が確認された場合は、工事成績評定で優位に評価する。
・本試行に係わる費用については、原則受注者負担とする。

実施方針

・提案の実施にあたっては、施工計画書に①取り組みの内容、②期待される効果等を明記し、履行
義務として取り扱い、完了検査時までに実施内容及び効果を報告する。

・履行及び効果が確認された場合、工事成績評定で優位に評価する。ただし、技術提案で提案済み
の内容は除く。

工事成績評定

・工事成績評定（主任技術評価官）の「創意工夫」の【その他】において優位に評価

《継続試行》



高度なマネジメントの実績評価の試行

19

技術提案評価型Ｓ型において、高度なマネジメントを要する業務実績を段階的選抜方式の一次審査で表彰と
同等に評価する。

現 状

・近年では施工企業の技術者が事業促進ＰＰＰ等において事業の協議調整等の業
務を担当するなど、高度なマネジメントを要する業務に携わる機会が増加している。

・これらの実績を有する企業及び技術者の経験は、工事品質の確保に寄与すること
が期待される。

対 応
・技術提案評価型Ｓ型において、段階的選抜方式の一次審査の評価項目に、高度
なマネジメントの実績を表彰と同等に評価する｡

実施方針

段階的選抜方式の一次審査の評価項目に、高度なマネジメントの実績を表彰と同等に評価する。
企業の能力 ：国土技術開発賞の受賞実績を評価項目に追加
技術者の能力：事業促進ＰＰＰ、ＰＭ/ＣＭ、技術協力業務（ＥＣＩ）の実績を評価項目に追加

加 算 点

企業の能力 ：国土技術開発賞（最優秀賞、優秀賞、特別賞）の受賞実績が有る場合
技術者の能力 ：事業促進PPP、PM/CM、技術協力業務（ECI）の実績が有る場合

《継続試行》



■認定・表彰の評価への活用（イメージ）

総合評価落札方式における技術評価

企業の能力等

技術者の能力等

技術提案

平均成績

工事実績

表彰

認定された海外実績を
国内の実績と同様に評価

認定制度では評定点は与えられない
ため、成績の評価は今後の課題とし、
当面、平均成績への点数付与は行わ
ない

表彰された海外実績を国内の
優良表彰等と同様に加点

「技術者の能力等」
における評価項目

「国土交通大臣賞」を局長表彰相当、「国土交通大
臣奨励賞」を部長・事務所長表彰相当とするなど、
既存の運用を踏まえて適切に運用

認定・表彰実績の
評価への反映

※工事の「技術提案評価型」の場合の例

国発行の認定証により海外実績を工事実績情報システム
（コリンズ）等に登録可能となり、実績証明に活用可能技

術
評
価
点

海外認定・表彰制度により認定・表彰された実績の評価
《新たな取組》

• 本制度による海外プロジェクトの認定・表彰実績を令和３年度に公告する直轄工事の入札・契約から評価に活用。
• 認定実績を同種工事等の実績として認めるとともに、表彰実績を国内での優良工事表彰等と同等に加点評価。
• 直轄工事で海外工事の実績が国内実績と同様に評価されることで、技術者が海外で活躍できる環境を整備。

20



直轄工事における新技術の活用

21

ICT活用を推進するとともに、新技術活用が図られ、新たな技術開発が活性化される好循環が起きることにより、
生産性向上や、激甚化・頻発化する災害への対応、担い手確保等に資することを目的に、令和２年度から直轄
工事において新技術の活用を促進する。 ※新技術の活性化による新技術に関する事務手続きの増加への

対応として、手続きの効率化に取組中

・対象時期：令和２年４月１日以降に入札公告を行う工事に適用するものとし、実施時期については、大臣
官房技術調査課と調整すること。

・対象工事：直轄土木工事（港湾空港関係除く）を対象とする。ただし、適用が困難な工事（応急復旧工事
等）は対象外とする。

【現状】

A.発注者が、発注段階で新技術活用を求
めるもの
①発注者指定型（費用計上）
１）ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事、ICT活用工事
２）発注者指定型（個別技術指定）
②新技術導入促進（Ⅰ）型（費用計上なし）

③新技術導入促進（Ⅱ）型（費用は一部別
途計上）

B.発注者が、発注段階で新技術活用を求
めるもの

①設計図書に基づき、受注者が希望する
場合、協議して活用（費用計上）

②承諾により活用（費用計上なし）
（施工者希望型でのＮＥＴＩＳ活用）

【今後】全ての対象工事で実施

①ICT活用型
ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事、ICT活用工事

②発注者指定型（個別技術指定）
１）発注者指定型（ＮＥＴＩＳ、テーマ設定型、マッチング）
２）新技術導入促進（Ⅱ）型
③発注者指定型（個別技術指定）・・・新設

●設計図書にテーマと複数の新技術を提示し、契約後、
施工者が新技術を選択

④施工者選定型・・・新設
●受注者は、新技術を原則１つ以上選定して活用
１）ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事（受注者希望型）
２）ICT活用工事（施工者希望型）
３）ＮＥＴＩＳ、テーマ設定型、マッチング

※施工者からの提案による新技術活用は新技術活用（施
工者選定型）として取扱う。

《継続試行》



「難工事施工実績」、「ＩＣＴ活用工事」
及び「週休２日工事」評価の試行

22

■「難工事施工実績」評価の試行

競争参加者が少なくなると考えられる「難工事」について、当該工事の施工実績を、その後
の工事発注で総合評価において評価することとし、当該工事への競争参加意欲を喚起する
ことにより、多数の競争参加を促すことを目的とするものである。

申請書の提出期限から過去１年間において、「難工事」に指定された、沖縄総合事務局開
発建設部（港湾・空港事業を除く）の完了工事が評価の対象。工種はこだわらず、１件のみ
の申請とするが、当該工事が６５点未満の完了工事は対象外。

■「ＩＣＴ活用工事」評価の試行

地域の守り手でもある建設産業の中長期的な担い手確保・育成を目的とするものであり、Ｉ
ＣＴ活用工事の場合に、ＩＣＴ活用工事施工実績を評価する。

申請書の提出期限から過去２年間において、「ＩＣＴ活用証明書」の交付を受けた、沖縄総
合事務局開発建設部（港湾・空港事業を除く）及び沖縄県土木建築部（港湾・空港事業を除
く）が評価の対象。１件のみとの申請とするが、当該工事が６５点未満の完了工事は対象外。

■「週休２日工事」評価の試行

地域の守り手でもある建設産業の中長期的な担い手確保・育成を目的とするものである。

申請書の提出期限から過去１年間において、「週休２日実施証明書」の交付を受けた、沖
縄総合事務局開発建設部（港湾・空港事業を除く）及び沖縄県土木建築部（港湾・空港事業
を除く）が評価の対象。工種はこだわらず、 １件のみとの申請とするが、週休２日実施内容が

「４週８休かつ現場一斉閉所日を達成した」又は「４週８休を達成した」実績のみとする。当該
工事が６５点未満の完了工事は対象外。

《継続試行》



チャンス拡大型の試行
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《継続試行》

○十分な技術力を持つにもかかわらず評価対象となる実績を持たない企業や技術者に対しても受注機会が拡大
されるよう、「チャンス拡大型」の試行を実施。

○一般土木工事（C等級）かつ工事難易度Ⅰ、Ⅱに該当する工事を対象に、令和２年度から試行を実施。

○総合評価項目の評価において、技術者の能力等の要件を求めず、施工計画の配点を高く設定。
（企業の能力等5点＋施工計画25点＝30点満点）



特定ＪＶの配置予定技術者の工事経験

24

○特定ＪＶの代表者以外の構成員の配置予定技術者については、同種工事の経験を求めないこととした。（※赤土
対策は除く）

《変更》

（例）鋼橋上部工事の配置予定技術者の工事経験

代
表
者

①道路橋または鉄道橋
②最大支間長が80ｍ以上
③橋梁形式が鈑桁橋及び単純桁を除
く鋼橋

代
表
者
以
外

①道路橋または鉄道橋
②橋梁形式が鋼橋

現状

代
表
者

①道路橋または鉄道橋
②最大支間長が80ｍ以上
③橋梁形式が鈑桁橋及び単純桁を除
く鋼橋

代
表
者
以
外

※同種工事の経験を求めない

変更


